
令和６年度からの介護予防支援･
介護予防ケアマネジメント等

高知市基幹型地域包括支援センター
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介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントについて

１ 担当可能なケース
居宅介護支援事業所でも介護予防支援事業所としての指定を受けることが可能となりますが，利用
するサービス内容によって担当可否が決まります。

※ 住宅改修，福祉用具購入，居宅療養管理指導といった給付管理を

要しない予防給付との併用は除く。

予防給付のみ
予防給付と総合
事業の併用 ※

総合事業のみ

居宅直営 可 可 不可

包括委託 可 可 可

2



２ 居宅直営での担当を開始する場合

予防支援事業所としての指定を受け，予防給付の利用のある利用者を居宅直営で担当する

場合は以下の手順が必要となります。

①居宅介護支援事業所と利用者の利用契約

※予防支援に関する事項の記載された契約書の準備が必要です。

②サービス計画作成依頼届出書の提出（被保険者証の添付要）

③サービス担当者会議の開催

④新規ケアプラン，利用票の交付

※給付管理票の提出，支援費の請求は要介護の利用者と同様に居宅から直接国保連合会へ

行います。

認定情報の交付は高知市介護保険課認定係からとなり，情報提供申請書の提出が必要とな

ります。
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３ サービス内容が変更となった場合

居宅直営での担当時，サービス調整の結果，予防給付の利用が無くなり総合事業のみとなった

場合は以下の手順が必要となります。

①基幹型地域包括支援センターと利用者の利用契約

②サービス計画作成依頼届出書の提出（被保険者証の添付要）

③サービス担当者会議の開催

④新規ケアプラン，利用票の交付

※変更が決定となった時点で高知市基幹型地域包括支援センター内ケアプランセンターまで

ご連絡ください。

再度，居宅直営で担当する際には「２」の手順の実施が必要となります。
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４ 実績処理段階で予防給付の利用が無いことが判明した場合

居宅直営での担当時，実績処理段階で下記の例のように予防給付の利用が無いことが判明

した場合は居宅での給付管理を行えなくなります。

このため，高知市基幹型地域包括支援センターが給付管理のみを行います。※

指定する書類を高知市介護保険課給付係までご提出ください。

なお，当該月は無報酬となります。

例：予防通所リハビリテーションと訪問型独自サービスを利用していたが，通所リハビリテー

ションの利用が無く，訪問型独自サービスのみの利用となった場合。

※介護暫定プランでサービス調整をしていたが，要支援の認定結果となった際の救済処理と

同様の処理となります。
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第１号訪問・通所事業について
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○訪問型独自サービスＡ

○通所型独自サービスＡ

※単位数の変更及び新たな加算の創設はありません。

サービス内容略称 算定項目
算定
単位

訪問型サービスＡ
訪問型サービス費
（独自）

事業対象者・要支援１・２（週１回程度）
200単位 1回につき

６０分以内の生活援助サービス※１月の中で全部で５回まで

サービス内容略称 算定項目
算定
単位

通所型サービスＡ１
通所型サービス費
（独自）１

事業対象者・要支援１（週１回程度） 1,337単位 1月につき

通所型サービスＡ２
通所型サービス費
（独自）２

事業対象者・要支援２（週２回程度） 2,742単位 1月につき

基準緩和型サービスについて
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